
児
童
手
当
制
度
の
一
部
変
更

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

４
回
目
接
種
が
始
ま
り
ま
す
制
度
の
主
な
変
更
点

　

令
和
４
年
10
月
支
給
分
（
６
～
９
月
分
）

よ
り
児
童
手
当
制
度
が
一
部
変
更
と
な
り
ま

す
。
主
な
変
更
点
は
次
の
２
点
で
す
。

１  

現
況
届
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
、
毎
年
６
月
中
に
現
況
届
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
受
給
者
の

現
況
を
公
簿
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
、
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。

①
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、
住

　

民
票
の
住
所
地
と
異
な
る
市
区
町
村
で

　

受
給
し
て
い
る
人

②
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
が
な
い
人

③
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い

　

る
人

④
児
童
が
入
所
す
る
施
設
な
ど
の
管
理
者

　

や
里
親
の
人

⑤
そ
の
他
、
市
区
町
村
か
ら
提
出
の
案
内

　

が
あ
っ
た
人

※
提
出
が
必
要
な
人
に
は
現
況
届
を
郵
送

し
て
い
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
受
給
者
、
配
偶
者
、
児
童
の
住
所
・

氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
や
世
帯
状
況
が
変
わ

っ
た
と
き
な
ど
は
、
市
へ
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。

２  

所
得
上
限
限
度
額
が
設
け
ら
れ
ま
し
た

　

従
来
の
「
所
得
制
限
限
度
額
」
に
加
え
、「
所

得
上
限
限
度
額
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

所
得
が
「
所
得
上
限
限
度
額
」
を
超
え
る

場
合
、児
童
手
当
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

【
支
給
月
額
】（
児
童
１
人
当
た
り
）　

受
給
者
の
所
得
が

▼「
所
得
制
限
限
度
額
」未
満

　

▪
３
歳
未
満　

１
万
５
千
円

　

▪
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前　

１
万
円

　
　

た
だ
し
、
第
３
子
以
降
は
1
万
５
千
円

　

▪
中
学
生　

１
万
円

▼「
所
得
制
限
限
度
額
」以
上

　

▪
一
律　

５
千
円

▼「
所
得
上
限
限
度
額
」を
超
え
る

　

▪
一
律　

０
円

【
問
い
合
わ
せ
】

児
童
福
祉
課
児
童
福
祉
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
９
２

扶養親族
などの数

所得制限
限度額

所得上限
限度額

０人 622万円 858万円

１人 660万円 896万円

２人 698万円 934万円

３人 736万円 972万円

４人 774万円 1010万円

５人 812万円 1048万円

　

６
月
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
の
４
回
目
接
種
を
実
施
し
ま
す
。

　

４
回
目
接
種
は
、
重
症
化
予
防
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

接
種
対
象
者

　

３
回
目
接
種
を
終
え
た
日
か
ら
５
カ
月

経
過
し
た
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
。

▼
60
歳
以
上
の
人

▼
18
歳
以
上
60
歳
未
満
の
、
基
礎
疾
患
を

　

有
す
る
人
、
ま
た
は
重
症
化
リ
ス
ク
が

　

高
い
と
医
師
が
判
断
し
た
人

※
60
歳
未
満
の
人
は
、
主
治
医
と
よ
く
相

　

談
し
た
上
で
、
接
種
を
受
け
る
か
受
け

　

な
い
か
を
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン

▼
武
田
／
モ
デ
ル
ナ
社
製

▼
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製

※
１
・
２
・
３
回
目
と
異
な
る
種
類
の
ワ
ク

　

チ
ン
を
接
種
し
て

　

も
問
題
あ
り
ま
せ

　

ん
。

接
種
体
制

　

個
別
接
種
を
中
心
に
実
施
し
ま
す
。

　

接
種
対
象
者
が
多
い
７
月
中
旬
か
ら
８

月
末
は
、
集
団
接
種
を
合
わ
せ
て
実
施
し

ま
す
。接

種
券

▼
60
歳
以
上
の
人

　

接
種
可
能
日
ま
で
に
接
種
券
を
発
送
し

　

ま
す
。
申
請
は
不
要
で
す
。

▼
基
礎
疾
患
を
有
す
る
人
な
ど

　

申
請
が
必
要
で
す
。
事
前
に
「
接
種
券

　

発
行
申
請
書
【
４
回
目
接
種
用
】」
を

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
《
申
請
窓
口
》

　

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係

　

各
支
所
地
域
振
興
室
・
市
民
生
活
室

　

※
特
別
な
事
情
が
あ
っ
て
、
申
請
書
の

　
　

提
出
が
困
難
な
人
は
、
ご
連
絡
く
だ

　
　

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部

ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
部

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
３
７
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２
２
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